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静岡県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定等に係る取扱要領

（趣旨）

第１条 この取扱要領は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

（平成 19年法律第 112 号。以下「法」という。）第 59 条の規定に基づく住宅確保要配慮

者居住支援法人（以下「支援法人」）の指定等に当たり、円滑な事務の実施を図るため、

必要な事項を定めるものとする。

（指定の申請）

第２条 法第 59条の規定による支援法人の指定を受けようとする者（以下「申請者」とい

う。）は、様式第１号による住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書（以下「申請書」

という。）に、次に掲げる書類を添付し、知事に提出するものとする。

(1) 居住支援業務実施計画書（様式第２号）

(2) 役員及び職員名簿（様式第３号）

(3) 申請時における業務概要書（様式第４号）

(4) 申請以前における業務実績書（様式第５号）

(5) 誓約書（様式第６号）

(6) 定款

(7) 登記事項証明書

(8) 財産目録（申請の日の属する事業年度の前事業年度のもの）

(9)貸借対照表（申請の日の属する事業年度の前事業年度のもの）

(10)申請に係る意思の決定を証する書類

(11)個人情報保護規程その他これに準ずるもの

(12)上前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類

(13)その他知事が必要と認める書類

２ 知事は、申請書の提出があったときは、関係法令等に定める事項のほか、「静岡県住宅

確保要配慮者居住支援法人の指定等に係る審査基準」に基づき、審査を行う。

３ 審査の結果、申請者が支援法人の基準に適合していると認められる場合、知事は、申

請者を支援法人として指定し、住宅確保要配慮者居住支援法人指定通知書（様式第７号）

により申請者に通知する。

４ 審査の結果、申請者が支援法人の基準に適合しないと認められる場合、知事は、住宅

確保要配慮者居住支援法人として指定しない旨の通知書（様式第８号）により申請者に

通知する。

（変更の認可及び届出）

第３条 支援法人は、法第60条第１項第一号の種別を変更して新たに法第61条第一号又は

第五号に掲げる業務を行うときは、法第61条第１項の規定により、あらかじめ、住宅確

保要配慮者居住支援法人業務変更認可申請書（様式第34号）に、前条第１項第２号から
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第４号まで、第７号から第11号まで及び第14号に掲げる書類を添付し、知事に提出しな

ければならない。ただし、添付書類のうち、居住支援業務実施計画書（様式第２号）は

新たに行う業務に係るものに限る。

３ 知事は、第１項による認可をした場合は、住宅確保要配慮者居住支援法人業務変更認

可通知書（様式第35号）により、支援法人へ通知する。

４ 知事は、第１項による認可を行わない場合は、住宅確保要配慮者居住支援法人業務変

更認可を行わない旨の通知書（様式第36号）により、支援法人へ通知する。

５ 支援法人は、法第60条第一項各号に掲げる事項を変更するときは、法第61条第２項の

規定により、変更しようとする日の２週間前までに、住宅確保要配慮者居住支援法人名

称等変更届出書（様式第９号）を知事に提出しなければならない。ただし、支援業務以

外の業務を行う場合におけるその業務の内容については、この限りでない。

（債務保証業務の委託）

第４条 申請者又は法第59条の規定による指定を受けた支援法人（以下「支援法人」とい

う。）は、法第63条第１項の規定により、債務保証業務のうち債務の保証の決定以外の

業務の全部又は一部を金融機関その他の者に委託する場合は、委託しようとする業務、

委託する理由等を債務保証業務委託認可申請書（様式第10号）に記載の上、知事に提出

するものとする。

２ 知事は、前項による認可を行う場合は、債務保証業務委託認可通知書（様式第11号）

を申請者又は支援法人あて通知するものとする。

３ 知事は、第１項による認可を行わない場合は、債務保証業務委託の認可を行わない旨

の通知書（様式第 12号）により、申請者又は支援法人あて通知するものとする。

（債務保証業務規程の認可）

第５条 申請者又は支援法人は、法第62条第一号に規定する家賃債務保証業務（以下「債

務保証業務」という。）を行おうとするときは、法第64条第１項の規定により、債務保

証業務規程認可申請書（様式第13号）にあらかじめ定めた債務保証業務に関する規程（以

下「債務保証業務規程」という。）を添付し、知事に提出するものとする。

２ 申請者又は支援法人は、前項で認可を受けた債務保証業務規程を変更しようとすると

きは、法第64条第３項の規定により、債務保証業務規程変更認可申請書（様式第14号）

に変更する債務保証業務規程を添付し、知事に提出するものとする。

３ 知事は、第１項による認可をした場合は、債務保証業務規程認可通知書（様式第15号）

により、前項による認可をした場合は、債務保証業務規程変更認可通知書（様式第16号）

により、申請者又は支援法人へ通知する。

４ 知事は、第１項による認可を行わない場合は、債務保証業務規程の認可を行わない旨

の通知書（様式第17号）により、第２項による認可を行わない場合は、債務保証業務規

程の変更認可を行わない旨の通知書（様式第18号）により、申請者又は支援法人へ通知

する。
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（残置物処理等業務規程の認可）

第６条 申請者又は支援法人は、法第62条第五号に規定する業務（以下「残置物処理等業

務」という。）を行おうとするときは、法第64条第１項の規定により、残置物処理等業

務規程認可申請書（様式第19号）にあらかじめ定めた残置物処理等業務に関する規程（以

下「残置物処理等業務規程」という。）を添付し、知事に提出するものとする。

２ 申請者又は支援法人は、前項で認可を受けた残置物処理等業務を変更しようとすると

きは、法第64条第３項の規定により、残置物処理等業務規程変更認可申請書（様式第20

号）に変更する残置物処理等業務規程を添付し、知事に提出するものとする。

３ 知事は、第１項による認可をした場合は、残置物処理等業務規程認可通知書（様式第

21号）により、前項による認可をした場合は、残置物処理等業務変更認可通知書（様式

第22号）により、申請者又は支援法人へ通知する。

４ 知事は、第１項による認可を行わない場合は、残置物処理等業務規程の認可を行わな

い旨の通知書（様式第23号）により、第２項による認可を行わない場合は、残置物処理等

業務規程の変更認可を行わない旨の通知書（様式第24号）により、申請者又は支援法人へ

通知する。

（事業計画等の認可）

第７条 支援法人は、法第65条第１項の規定により、毎事業年度の開始前（指定を受けた

日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく）に、支援業務事業計画

等認可申請書（様式第25号）に作成した支援業務に係る事業計画及び収支予算（以下「事

業計画等」という。）を添付し、知事に提出するものとする。

２ 支援法人は、前項で認可を受けた事業計画等を変更しようとするときは、支援業務事

業計画等変更認可申請書（様式第26号）に、変更する事業計画等を添付の上、知事に提

出するものとする。

３ 知事は第１項による認可を行う場合は、支援業務事業計画等認可通知書（様式第27号）

により、前項による認可を行う場合は、支援業務事業計画等変更認可通知書（様式第28

号）により、支援法人あて通知するものとする。

４ 知事は第１項による認可を行わない場合は、支援業務事業計画等の認可を行わない旨

の通知書（様式第29号）、第２項による認可を行わない場合は、支援業務事業計画等の

変更認可を行わない旨の通知書（様式第30号）により、支援法人あて通知するものとす

る。

（事業報告等の提出）

第８条 支援法人は、法第65条第２項の規定により、毎事業年度、支援業務実施報告書（様

式第31号）に、支援業務に係る事業報告書、収支決算書、財産目録及び貸借対照表を添

付し、当該事業年度経過後３月以内に、知事に提出しなければならない。
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（支援法人の指定辞退）

第９条 支援法人が、自らのやむを得ない理由により、指定の辞退を行う場合は、住宅確

保要配慮者居住支援法人指定辞退届出書（様式第32号）を知事に提出するものとする。

（監督命令）

第 10 条 知事は、次に掲げる場合に該当し、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するた

め必要があると認めるときは、法第 68 条の規定による監督命令を行うものとする。

(1) 第11条の規定による報告徴収及び立入検査等の結果、指定基準等に適合していないと

認めるとき

(2) その他支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるとき

（報告徴収及び立入検査）

第 11 条 知事は、次に掲げる場合に該当し、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するた

め必要があると認めるときは、法第 69条の規定による報告徴収又は立入検査を行うもの

とする。

(1) 事業報告書及び収支決算書が正当な理由なく提出されないとき

(2) 事業報告書及び収支決算書の内容や、要配慮者・地域住民・居住支援法人の従業員等

からの通報等の状況に鑑み、指定基準への適合等に疑義があるとき

(3) 不当な手続による契約又は不当な契約条項を盛り込んだ契約等により、住宅確保要配

慮者の権利利益が不当に侵害されているとき

(4) 住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅が適正に管理されていない等により、要配慮者

の居住環境に重大な影響が生じているとき

(5) 支援法人に対し他の法令（住宅、福祉、介護、消費者政策、建築、消防等に関する法

令等）に違反するものとして、指導又は監督が行われたとき

(6) その他支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるとき

（指定の取消し等）

第12条 知事は、法第70条の規定により、支援法人の指定の取消しを行った場合は、住宅

確保要配慮者居住支援法人指定取消通知書（様式第33号）により、支援法人あて通知す

るものとする。

（その他）

第13条 この取扱要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この取扱要領は、平成 30 年５月 21日から施行する。

附 則

この改正は、令和元年 12 月 14 日から施行する。
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附 則

この改正は、令和３年１月 12 日から施行する。

附 則

この改正は、令和７年 10 月１日から施行する。


